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現在、数多くの食品が販売され、その食品の

保存性は簡単には見分けがつかないため、食品

の期限表示が義務化されています。消費者は、

食品の期限表示を食品の安全性を判断するひと

つの指標としています。これまでは、食品の期

限表示をどのような手順で設定するかは、各社

が独自の判断で必要な実験をし、食品の期限表

示を決定していました。その方法に一定の指針

を設けるため、平成 17 年 2 月に厚生労働省と

農林水産省により食品期限表示の設定のための

ガイドラインが作成されました。ここでは、そ

の主旨について簡単に説明します。 

ガイドラインには、食品の期限表示設定のた

めに以下の 4 点が重要であると書かれています。 

①食品の特性に配慮した客観的な項目（指

標）の設定 

食品の期限表示を決定するに当たり、まず、

食品の多様な特性を十分に配慮した上で、その

安全性、品質を評価する項目を設定しなければ

なりません。また、品質を評価するための項目

については、客観的なものである必要がありま

す（図図図図１１１１）。 

②食品の特性に応じた「安全係数」の設定 

こうして得られた試験項目を基に試験をし、

食品の期限表示を決定しますが、想定外の事故

が起こりうることを考慮して、食品の特性を加 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

味して 1 未満の安全係数を期限にかけたものを

表示することが基本です。安全係数は現実的に

試験するのが不可能な部分を十分に考慮した値

とすることが大切です。 

③特性が類似している食品に関する期限の設定 

本来はすべての商品につき、このようにして

期限表示を設定すべきですが、商品の種類が膨

大であり、またそのサイクルが短いために、す

べての商品について試験を行うのは現実的では

ありません。そこで、特性の類似した製品に関

してはその類似食品の試験結果を基に期限の設

定をすることも可能であるとされています。 

④情報の提供 

最後に、これらの期限設定のための試験の結

果については、消費者等から求められたときに

情報提供できるように整備しておくことを求め

られています。 

今回設定されたものはガイドラインであり、

法律のように従うべき義務はありませんが、信

頼すべきデータも持たずに過度に長い期限表示

をすると、消費者に誇大表示と思われる可能性

もあります。食品の種類は膨大であり、試験項

目の設定や安全係数の決定には豊富な知識と経

験が必要となるため、食品の期限表示の設定は

簡単に決定できないこともあります。当センタ

ーではそのような場合の相談にも応じておりま

すので、お気軽にご相談ください。 
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図図図図１１１１    食品期限表示の決定のための客観的な試験方法の種類 
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